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１ 法曹人口の推移

法曹三者の人口推移

0

10 ,0 00

20 ,0 00

30 ,0 00

弁 護 士 数 は 正 会 員 数 で 各 年 4月 1日 現 在 の も の 。裁 判 官 数 は 最 高 裁 判 所 調 べ によるも の で 簡 裁 判 事 を除 く各 年 の
4月 現 在 の も の 。検 察 官 数 は 法 務 省 調 べ によるも の で 、副 検 事 を除 く各 年 の 3月 末 日 現 在 の も の 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【弁 護 士 白 書 2010による】

（人 ）

弁 護 士 1 4 ,0 8 0 1 4 ,7 0 4 1 4 ,9 5 3 1 5 ,2 1 2 1 5 ,1 1 0 1 5 ,9 7 5 1 6 ,3 9 8 1 6 ,8 5 3 1 7 ,2 8 3 1 7 ,1 3 0 1 8 ,2 4 6 1 8 ,8 5 1 1 9 ,5 2 3 2 0 ,2 4 0 2 1 ,2 0 5 2 2 ,0 5 6 2 3 ,1 5 4 2 5 ,0 6 2 2 6 ,9 5 8 2 8 ,8 2 8

検 察 官 1 ,1 7 2 1 ,1 7 4 1 ,1 8 4 1 ,1 9 0 1 ,2 2 9 1 ,2 7 0 1 ,3 0 1 1 ,3 2 5 1 ,3 6 3 1 ,3 7 5 1 ,4 4 3 1 ,4 8 4 1 ,5 2 1 1 ,5 6 3 1 ,6 2 7 1 ,6 4 8 1 ,6 6 7 1 ,7 3 9 1 ,7 7 9 1 ,8 0 6

裁 判 官 2 ,0 2 2 2 ,0 2 9 2 ,0 3 6 2 ,0 4 6 2 ,0 5 8 2 ,0 7 3 2 ,0 9 3 2 ,1 1 3 2 ,1 4 3 2 ,2 1 3 2 ,2 4 3 2 ,2 8 8 2 ,3 3 3 2 ,3 8 5 2 ,4 6 0 2 ,5 3 5 2 ,6 1 0 2 ,6 8 5 2 ,7 6 0 2 ,8 0 5

1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

法曹三者の総人口は、2000年頃まで約2万人でしたが、2010年までの10年間で1万人以
上増えました。ただし、法曹三者のうち裁判官・検察官の増員ペースは緩やかである
のに対し、弁護士だけが急増してきました。

2011年2月末日現在の弁護士数は、3万505人に達しています。

法曹人口の増加は、下記の意見書に基づく閣議決定の増員計画によるものです。

2001.6.12 司 法 制 度 改 革 審 議 会 意 見 書

 現 行 司 法 試 験 合 格 者 数 の 増 加 に 直 ち に 着 手 し 、平 成 16（2004）年 に は 合 格 者 数 1,500人
達 成 を 目 指 す べ き で あ る 。

 法 科 大 学 院 を 含 む 新 た な 法 曹 養 成 制 度 の 整 備 の 状 況 等 を 見 定 め な が ら 、平 成 22（2010）
年 こ ろ に は 新 司 法 試 験 の 合 格 者 数 の 年 間 3,000人 達 成 を 目 指 す べ き で あ る 。

 こ の よ うな 法 曹 人 口 増 加 の 経 過 に よ り 、お お む ね 平 成 30（2018）年 こ ろ ま で に は 、実 働 法
曹 人 口 は 5万 人 規 模 に 達 す る こ と が 見 込 ま れ る 。

2002.3.19 司 法 制 度 改 革 推 進 計 画 （閣 議 決 定 ）

現 在 の 法 曹 人 口 が 、我 が 国 社 会 の 法 的 需 要 に 十 分 に 対 応 す る こ と が で き て い な い 状 況 に あ
り 、今 後 の 法 的 需 要 の 増 大 を も 考 え 併 せ る と 、法 曹 人 口 の 大 幅 な 増 加 が 急 務 と な っ て い る と
い うこ と を 踏 ま え 、司 法 試 験 の 合 格 者 の 増 加 に 直 ち に 着 手 す る こ と と し 、後 記 の 法 科 大 学 院 を
含 む 新 た な 法 曹 養 成 制 度 の 整 備 の 状 況 等 を 見 定 め な が ら 、平 成 ２２年 こ ろ に は 司 法 試 験 の
合 格 者 数 を 年 間 3,000人 程 度 とす る こ と を 目 指 す 。

２ 増員に至る経緯
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３ 司法試験合格者数の推移

司法修習終了者の進路別人数

0

50 0

1 ,0 0 0

1 ,5 0 0

2 ,0 0 0

2 ,5 0 0

（　）内 は 修 習 終 了 年 度 。59期 ま で は 10月 終 了 、60期 以 降 は 12月 終 了 で あ る。各 人 数 は 修 習 修 了 直 後 の 時 点 の も の 。

弁 護 士 625 771 799 822 983 954 1 ,223 2 ,0 43 2 ,026 1 ,978 1 ,714

検 察 官 74 76 75 75 77 96 87 113 93 78 70

裁 判 官 82 112 106 101 109 124 115 118 99 106 102

53期
(2000 )

54期
(2001 )

55期
(2002 )

56期
(2003 )

57期
(2004 )

58期
(2005 )

59期
(2006 )

60期
(2007 )

61期
(2008 )

62期
(2009 )

63期
(2010 )

司法試験合格者数の急増は、もっぱら弁護士人口の急増に結びついているというのが
現状です

司法試験合格者数の推移

2 ,133
2007年
2 ,099

2004年
1 ,483

1999年
1 ,000

1993年
712

472 486 486 499

0

500

1 ,000

1 ,500

2 ,000

2 ,500

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

（人 ）

司法試験合格者数は、1990年までは500人前後を推移していましたが、1993年以降約
700人、1999年以降約1,000人、2004年以降約1,500人、2007年以降約2,100～2,200人と
急増しています。

４ 弁護士人口の急増

【法 務 省 公 表 資 料 に よ る 】

【法 務 省 公 表 資 料 に よ る 】
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５ 法曹養成制度の整備

法曹は市民の権利の守り手であり、法曹の質を維持することは市民の権利に関わる問
題です。法曹人口の増員が質の低下を招くことのないように、政府による司法試験合
格者の増員計画においても、「法曹養成制度の整備状況等を見定めながら」という条
件がつけられています。司法試験の合格者を大幅に増やしても、法科大学院の教育課
程において法曹となるべき者の質の確保が図られている、という制度設計です。

Ｏ ＪＴ司 法 修 習
（1年 ）

法 科 大 学 院
既 修 コ ー ス （2年 ）
未 修 コ ー ス （3年 ）

適
性
試
験

司
法
試
験

二
回
試
験

予 備 試 験

修
了
認
定

裁
判
官
・検
察
官

・弁
護
士

法
曹
資
格

の
取
得

司
法
修
習
生

と
し
て
採
用

６ 二回試験不合格者の増加

司法試験合格者数の急激な増大とともに、二回試験（司法修習の修了試験）の不合格
者数がかなりの数にのぼる事態を生じています。不合格の理由として、基本法の基礎
的な理解不足がある、ということが最高裁判所によって指摘されています。

二回試験不合格者数の推移

0

50

10 0

15 0

人 数 （人 ）

不 合 格 者 1 9 16 11 11 46 3 1 1 07 1 1 9 1 2 1 7 9 97

再 受 験 組 の 不 合 格 者 2 8 25 1 9 21

5 3 期
(20 0 0 )

5 4 期
(2 00 1 )

5 5 期
(2 0 02 )

5 6 期
(2 00 3 )

5 7 期
(2 0 04 )

5 8 期
(2 0 05 )

5 9期
(20 0 6 )

6 0 期
(2 00 7 )

6 1 期
(2 00 8 )

6 2 期
(2 00 9 )

6 3 期
（ 2 01 0 ）

【日 弁 連 調 べ 】
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７ 旧司法試験と新司法試験の合格者数の推移

年 度
出 願 者 数 合 格 者 数

合 計 内 訳 合 計 内 訳

平 成 18 37,919
旧 35,782

1,558
旧 549

新 2,137 新 1,009

平 成 19 33,417
旧 28,016

2,099
旧 248

新 5,401 新 1,851

平 成 20 29,836
旧 21,994

22,09
旧 144

新 7,842 新 2,065

平 成 21 28,345
旧 18,611

2,135
旧 92

新 9,734 新 2,043

平 成 22 27,215
旧 16,088

2,133
旧 59

新 11,127 新 2,074

旧司法試験は平成23年をもって廃止するとされ、司法試験委員会は平成18年以降につ
き「500人ないし600人程度→300人程度→200人程度→100人程度→前年よりもさらに減
少」との目安を定めて旧司法試験合格者数を減少させてきました。

法科大学院の修了認定状況

0

1000

2000

3000

4000

5000

「既 修 」は 主 に大 学 法 学 部 出 身 者 、「未 修 」は 主 に他 学 部 出 身 者 ・社 会 人

修
了
者
数

（
人

）
0%

20%

40%

60%

80%

100% 修
了
認
定
率

(

%

)

修 了 者 （未 修 ） 2563 2576 2542 2392

修 了 者 （既 修 ） 2176 1819 1972 1996 1871

修 了 認 定 率 （合 計 ） 92.6% 80.6% 80.2% 78.6% 75.9%

修 了 認 定 率 （未 修 ） 75% 73.2% 70.1% 67.1%

修 了 認 定 率 （既 修 ） 92.6% 90.0% 91.5% 93.0% 91.2%

H 17年 度 H 18年 度 H19年 度 H 20年 度 H 21年 度

８ 法科大学院の修了認定状況

法科大学院の教育課程では厳格な成績評価及び修了認定を行うことが、新しい法曹養
成制度の前提とされています。

未修者コース（主に他学部出身者・社会人）の修了認定率は厳しくなっていますが、
既修者コース（主に法学部出身者）の修了認定率は９割以上です。

【文 部 科 学 省 公 表 資 料 に よ る 】

【法 務 省 公 表 資 料 に よ る 】
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法科大学院の競争倍率の推移

4 .45

2 .7 5

2 .8 1
3 .2 63 .1 5

2 .9 63 .1 3

0

1

2

3

4

5

H16年 度 H17年 度 H18年 度 H19年 度 H20年 度 H21年 度 H22年 度

（倍 ）

９ 法科大学院の競争倍率

法科大学院の競争倍率（合格者数／受験者数）は、平成22年度では2.75倍です。法科
大学院入学者選抜の段階における競争性は低下しつつあります。

法科大学院の定員 と入学者数の推移

0

2 ,000

4 ,000

6 ,000

【 総 務 省 「法 科 大 学 院 の 評 価 に関 す る 研 究 報 告 書 」 に よ る 】

定 員 5,590 5 ,825 5 ,8 25 5 ,825 5 ,7 95 5 ,765 4 ,9 09

入 学 者 数 5,767 5 ,544 5 ,7 84 5 ,713 5 ,3 97 4 ,844 4 ,1 22

H16年 度 H17年 度 H18年 度 H19年 度 H20年 度 H21年 度 H22年 度

10 法科大学院の定員と入学者数

入学者選抜における競争性の確保という観点から法科大学院の定員削減が始まりまし
た。法科大学院教育の改善は、さまざまな問題点につき実態を把握しながら継続的に
取り組むべき課題とされています。

【文 部 科 学 省 公 表 資 料 に よ る 】
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法科大学院適性試験 　志願者数推移

3 9 , 3 5 0

8 , 6 5 0
1 0 , 2 8 2

1 3 , 1 3 8
1 5 , 9 3 7

1 8 , 4 5 0
1 9 , 8 5 9

2 4 , 0 3 6

8 , 5 4 6
9 , 9 3 0

1 1 , 9 4 51 2 , 4 2 9
1 3 , 9 9 3

2 0 , 0 4 3

7 8 2 0

1 0 , 7 2 4

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

大 学 入 試 セ ン タ ー

日 弁 連 法 務 研 究 財 団

11 法曹志望者の減少

法科大学院の適性試験の志願者数は、この７年間で約４分の１の水準にまで落ち込み
ました。法曹を目指す人が減り、有為の人材が他の分野に流れてしまえば、法曹の質
の低下は避けられません。

司法試験出願者数の推移

27,215

28,24529,836
33,417

37,919

45,885

49,99150,166
45,622

38,930

36,203

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

（2006年 以 降 は 新・旧 試 験 の 合 計 ）

【総 務 省 「法 科 大 学 院 の 評 価 に 関 す る 研 究 報 告 書 」に よ る 】

【総 務 省 「法 科 大 学 院 の 評 価 に 関 す る 研 究 報 告 書 」に よ る 】
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登録年数別弁護士人口構成比 ( 2 0 0 7年 )

5年 未 満
21%

10年 未 満
14%

30年 未 満
16%

40年 未 満
16%

40年 以 上
14%

20年 未 満
19%

登録年数別弁護士人口構成比 ( 2 0 1 0年 )

5年 未 満
30%

10年 未 満
14%

40年 未 満
13%

40年 以 上
13%

20年 未 満
17%

30年 未 満
13%

修 習 期 別 弁 護 士 数 （ 2 00 7 年 ）

0 5 0 0 10 0 0 1 5 00 2 00 0 25 0 0

1 期

59 期

修 習 期 別 弁 護 士 数 （ 2 01 0 年 ）

0 5 0 0 10 0 0 1 5 00 2 00 0 25 0 0

1 期

62 期

新しい法曹養成制度で司法修習の期間が1年に短縮され、基礎的な起案訓練の場であっ
た前期修習が廃止されました。新人弁護士にとって、オン・ザ・ジョブ・トレーニン
グ（ＯＪＴ）の必要性は、従前にも増して高まっています。

トレーニングといっても、具体的事件処理において市民の権利保障を危うくすること
があってはなりません。先輩弁護士が事件処理に関与しつつ新人弁護士を指導すると
いうＯＪＴの機会は、新人弁護士が既存の法律事務所に就職することによって得られ
るのが最も一般的です。

しかし、近年の弁護士人口の急増によって、就職希望者と受け入れ側との人口バラン
スが大きく変化し、新人弁護士の就職難が生じています。

12 経験年数での弁護士人口構造の変化

【弁 護 士 白 書 2007に よ る 】 【弁 護 士 白 書 2010に よ る 】

【弁 護 士 白 書 2007に よ る 】 【弁 護 士 白 書 2010に よ る 】
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一括登録時点での未登録者数の推移

0

5 0

10 0

15 0

20 0

25 0

30 0

（人 ）

（新 ） 32 89 133 214

（現 ） 70 33 51 44

60期 61期 62期 63期

弁 護 士 未 登 録 者 推 移 （旧 司 法 試 験 合 格 者 ）

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

現 行 6 0 期 5 .0 % 3 .6 % 1 .4 % 1 .4 % 0 .9 %

現 行 6 1 期 5 .4 % 3 .9 % 2 .0 % 1 .6 % 1 .1 %

現 行 6 2 期 1 4 .4 % 9 .0 % 7 .3 % 6 .2 % 5 .1 %

現 行 6 3 期 2 2 .6 % 1 5 .9 % 1 3 .3 % 9 .7 % 6 .2 0 %

一 括 登

録 時 点
1 ヶ月 後 2 ヶ月 後 3 ヶ月 後 4 ヶ月 後

弁 護 士 未 登 録 者 推 移 （新 司 法 試 験 合 格 者 ）

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

新 6 0 期 3 .3 % 2 .1 % 1 .7 % 1 .7 % 1 .2 %

新 6 1 期 5 .1 % 3 .8 % 2 .4 % 1 .8 % 1 .7 %

新 6 2 期 6 .7 % 4 .7 % 3 .3 % 2 .8 % 2 .1 %

新 6 3 期 1 1 .0 % 7 .2 % 5 .0 %

一 括 登

録 時 点
1 ヶ月 後 2 ヶ月 後 3 ヶ月 後 4 ヶ月 後

13 未登録者数の推移

司法修習終了後の一括登録時点で弁護士登録をしない未登録者が毎年増加しています。
2010年末の新63期の一括登録時点での未登録者数は、前年の1.6倍（214）でした。こ
の中には弁護士として法律事務所に就職できないという理由で未登録である人が相当
多数含まれており、未登録者数の急増は、それだけ就職環境が悪化していることの現
れだと捉えられます。

一括登録時点での未登録者もその後数ヶ月のうちに登録をしていきますが、前年の同
一時期と比較して未登録者の割合が年々上昇していることは、就職難の深刻化を示し
ています。また、最終的に弁護士登録した人も、希望どおりの就職ができたとは限り
ません。事務所内独立採算弁護士（いわゆる軒弁）や、即時独立弁護士など、ＯＪＴ
を受ける機会の乏しい状態で就業している新人弁護士が増えていると推測されます。

【日 弁 連 調 べ 】

【日 弁 連 調 べ 】 【日 弁 連 調 べ 】
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14 参考－公認会計士試験の合格者数

公認会計士試験についても増員政策が取られていましたが、未就職者の急増という事
態を受けて合格者数の抑制に方向転換がなされています。

業務補助期間などの法的位置づけは異なりますが、高度の専門職業人（プロフェッ
ション）を養成するには現実的にＯＪＴが可能な範囲の人員に絞らざるを得ないとい
う視点は、司法試験合格者数を検討する上で参考になると考えられます。

公認会計士試験合格者数の推移

1 ,262 1 ,378 1 ,308

3 ,108

4 ,041
3 ,6 25

2 ,229

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

【 「公 認 会 計 士 制 度 に 関 す る 懇 談 会 」 配 布 資 料 に よ る 】



10

15 法廷実務に対する需要

法曹人口の増員計画は「我が国の法曹人口は我が国社会の法的需要に十分対応できて
いない状況にある」、「今後、法曹需要は量的に増大することが予想される」ことを
前提としていましたが、全裁判所の新受全事件数の推移は、以下のとおりです。
（なお民事・行政事件の事件数の減少には、破産事件における事件番号の振り方の変更など、現実の紛
争の数的変化を反映していない要因も含まれています）

全裁判所の新受全事件数

0

1 ,0 0 0 ,0 0 0

2 ,0 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

4 ,0 0 0 ,0 0 0

5 ,0 0 0 ,0 0 0

6 ,0 0 0 ,0 0 0

7 ,0 0 0 ,0 0 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【「 裁 判 所 デ ー タブ ック 20 1 0」 に よ る 】

少 年 （ 人 ） 2 8 6 ,4 7 0 2 87 ,6 8 2 2 8 4 ,8 6 8 2 74 ,2 6 7 26 1 ,8 0 6 2 3 6 ,5 3 1 2 1 4 ,8 0 1 1 97 ,6 3 9 1 7 5 ,7 3 4 1 73 ,9 4 6

家 事 （ 件 ） 5 6 0 ,9 3 5 5 96 ,4 7 8 6 3 8 ,1 9 5 6 83 ,7 1 6 70 0 ,0 7 2 7 1 7 ,8 4 2 7 4 2 ,6 7 0 7 51 ,5 0 0 7 6 6 ,0 1 3 7 99 ,5 7 2

刑 事 （ 人 ） 1 ,6 3 8 ,0 4 0 1 ,6 4 9 ,9 4 6 1 ,6 5 4 ,7 7 0 1 ,6 3 6 ,7 1 9 1 ,6 0 7 ,5 8 9 1 ,5 6 8 ,1 5 8 1 ,4 9 5 ,0 4 6 1 ,3 4 1 ,6 5 7 1 ,2 3 8 ,8 0 1 1 ,2 1 5 ,1 4 7

民 事 ・ 行 政 （件 ） 3 ,0 5 1 ,7 0 9 3 ,0 9 8 ,0 1 1 3 ,2 9 8 ,3 5 4 3 ,5 2 0 ,5 0 0 3 ,1 7 2 ,5 6 4 2 ,7 1 2 ,8 2 3 2 ,6 2 1 ,1 3 0 2 ,2 5 5 ,5 3 6 2 ,2 5 2 ,4 3 7 2 ,4 0 8 ,5 6 6

2 00 0 20 0 1 2 0 02 20 0 3 2 0 04 2 00 5 2 00 6 20 0 7 2 00 8 20 0 9

知財 、医療 、労働分野における訴訟件数の推移

0

500

1000

1500

2000

2500

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
【司 法 統 計 年 報 「第 一 審 通 常 訴 訟 新 受 事 件 数 － 事 件 の 種 類 別 － 全 地 方 裁 判 所 」によ る 】

医 療 行 為 に よる損 害 賠 償

労 働 に 関 す る訴 え （金 銭 を目
的 とす る訴 え ）
労 働 に 関 す る訴 え （金 銭 以 外 ）

知 的 財 産 権 に 関 す る訴 え （金
銭 を目 的 とす る訴 え ）
知 的 財 産 権 に 関 す る訴 え （金
銭 目 的 以 外 ）

また、法曹需要の多様化・高度化が予想される要因として、知的財産権、医療過誤、
労働関係等の専門的知見を要する法的紛争の増加が見込まれるとされていました。

しかし、知財、医療、労働分野における訴訟件数の推移は、下記のとおりです。
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東京地裁における事件構成の変化 と全国の事件数推移

0

5 ,000

10 ,000

15 ,000

20 ,000

25 ,000

30 ,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

東 京 地 裁 の 事 件 数

0

50 ,000

100 ,000

150 ,000

200 ,000

250 ,000

【 「裁 判 の 迅 速 化 に 係 る 検 証 に関 す る 報 告 書 ～ 民 事 訴 訟 の 概 況 ～ 」等 によ る 】

全 国 の 事 件 数

全 国 の 総 事 件 数 東 京 地 裁 ： 不 当 利 得 返 還 請 求 訴 訟 の 新 受 件 数

東 京 地 裁 ： そ れ 以 外 の 通 常 訴 訟 新 受 件 数

第一審民事通常訴訟事件（地方裁判所）の新受件数は2006年以降増加しています。

東京地裁では2006年以降の過払金返還請求訴訟事件の増加が、通常訴訟新受件数を押
し上げていることが明らかです。この傾向は、全国の地方裁判所でも同様であると推
測されます。しかし、この問題は改正貸金業法によって立法的に解決されたので、収
束に向かうことは確実です。

16 過払金返還請求訴訟の動向

17 法律相談件数

弁護士会等における法律相談件数の推移

0

2 0 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 弁 護 士 白 書 20 0 6～ 2 0 10 によ る 】

無 料 法 律 相 談  そ の 他 1 96 ,0 3 4 18 9 ,3 3 7 1 92 ,0 7 8 24 6 ,0 8 3 3 0 4 ,2 9 3 2 8 0 ,5 8 8 2 6 2 ,0 9 2

交 通 事 故 相 談 セ ン ター 3 5 ,1 1 3 3 4 ,3 5 3 3 4 ,8 4 8 3 4 ,8 8 4 3 4 ,7 8 0 36 ,6 1 6 38 ,4 2 8

法 テ ラ ス 6 8 ,7 6 9 7 6 ,1 7 3 8 8 ,5 1 3 4 2 ,5 5 8 1 4 7 ,4 3 0 1 7 9 ,5 4 6 2 3 7 ,3 0 6

有 料 法 律 相 談 2 53 ,1 7 7 23 0 ,5 4 3 2 15 ,5 5 6 19 6 ,3 3 7 1 8 1 ,3 6 9 1 4 3 ,7 1 7 1 3 0 ,5 7 0

2 0 03 2 00 4 2 00 5 2 00 6 20 0 7 2 0 08 20 0 9

弁護士会法律相談センター・日本司法支援センター・自治体等で弁護士が担当した法
律相談総件数に、大幅な増加は認められません。

1.法 テ ラ ス 及 び 交 通 事 故
相 談 セ ン タ ー 以 外 の 法
律 相 談 件 数 は 、日 弁 連
が 弁 護 士 会 に 対 し て 実
施 し た ア ン ケ ー トに よ る
も の 。
2.無 料 法 律 相 談 の そ の
他 に は 弁 護 士 会 主 催 ・
自 治 体 提 携 ・社 会 福 祉
協 議 会 等 が 含 ま れ る が 、
弁 護 士 会 に よ っ て こ れ ら
の 件 数 を 把 握 し て い な い
会 も あ る 。
3.法 テ ラ ス の 相 談 件 数 に
つ き 、2003年 か ら 2006
年 は 財 団 法 人 法 律 扶 助
協 会 の 実 績 に よ る 。

証拠へのアクセスを含めて、市民にとって司法による権利救済が利用しやすくなって
いるかどうかは、訴訟件数の動向に大きな影響を与えるものと考えられます。民事訴
訟制度の改革などの司法基盤整備が必要です。



12

日弁連は2009年11月に、東京・大阪・名古屋その他各地の証券取引所の上場企業及び生
損保、マスコミ等の5,215社に対して「企業の弁護士採用に関するアンケート」を実施
し、1,196社より回答を得ました。

1,196社のうち、「弁護士を採用している」と回答した企業は47社でした。

「採用あり」と回答した47社における組織内弁護士の現在数は、1社につき「1名」が3
分の2を占め、最大でも「8名」にとどまっています。

企業内弁護士採用の有無
（ 回 答 総 数 1 ,1 9 6社 ）

採 用 な し
1 ,149社

(96% )

採 用 あ り
47社
(4% )

採用ありの企業：採 用人数

1名 , 66%

3名 ,
2 .1 %

5名 ,
6 .4 %

6名 ,
4 .3 %

7名 ,
2 .1 %

8名 ,
2 .1 %

2名 ,
14 .9 %

19 企業の組織内弁護士に対するニーズ

18 組織内弁護士に対する需要

法曹人口増員計画は、組織内弁護士に対する需要の増大を見込んでいました。しかし、
急激な弁護士人口増を吸収するほどの需要の伸びは見られません。直近3年間を見ても、
新規登録弁護士で組織内弁護士になる人は、年間数十人ペースです。

組織内弁護士数の推移

122
165

187

267

354

435

8981
615040

60
0

100

200

300

400

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010

「弁 護 士 白 書 2010」よ り（人 ）

企 業 内 弁 護 士 (企 業 の 従 業 員 、使 用 人 、役 員 と し て職 務 を 遂 行 し てい る弁 護 士 ）

任 期 付 公 務 員 （法 律 ・条 例 に 基 づ き 中 央 省 庁 や 地 方 公 共 団 体 に お い て任 期 付 き で採 用 さ れ た 職 員 ）

新規登録弁護士の組織内就職状況

1 1 9 10 1 2

19

55 4 5

3 .1 5 %

1 .3 3 %

0 .8 7 %

2 .7 1 %

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

5 9期 60 期 61 期 6 2 期

弁 護 士 一 括 登 録 日 （ 新 6 2 期 は 弁 護 士 登 録 請 求 推 達 時 点 ） の 数

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

現 （旧 司 法 試 験 合 格 者 ） 新 （新 司 法 試 験 合 格 者 ）

組 織 内 弁 護 士 数 ／ 弁 護 士 数 の 割 合

【日 弁 連 調 べ 】 【日 弁 連 調 べ 】

【弁 護 士 白 書 2010に よ る 】
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全国の地方自治体を対象として2010年4月に実施したアンケート結果も同様です。

全国の地方自治体（都道府県47、市区809、町村941）のうち1,226自治体（都道府県47、
市区658、町村521）から回答を得ました。弁護士資格を有する弁護士が「いる」との回
答は、10自治体(0.8％)にとどまりました。

「いない」と回答した1,185自治体につき今後の予定について聞いたところ、ほとんど
の自治体が「採用の予定はない」と回答しています。

弁護士資格を有する職員の有無

無 回 答
31

2.5%

い な い
1,185
96.7%

い る
10

0.8%

採用な しの自治体 ：今 後の採用予定

無 回 答
22

1 .9%

あ る
2

0 .2% 検 討 中
41

3 .5%

な い
1120
94 .5%

20 地方自治体の弁護士需要

採用な しの企業 ：今 後の採用予定

関 心 ある が
具 体 的 に 検
討 して いな
い, 3 7 .5 %

現 在 募 集 中
0 .6 %

現 在 募 集 し
て な いが 今
後 採 用 予 定

あり 1 .6 %採 用 予 定 な
いが 現 在 検
討 中  2 .7 %

採 用 には 消
極 的  5 7 .6 %

採用な しの企業 ：採 用 に消極的な理由
(複 数 回 答 あ り ）

顧 問 弁 護 士
で 十 分
7 3 .9 %

報 酬 問 題
12 .2 %

そ の 他
や っ て も ら う
仕 事 が な い

9 .1 %

現 在 の 法 務
部 等 で 不 自

由 しな い
13 .8 %

「現在採用なし」と回答した1,149社に対し、今後弁護士を採用する予定の有無を聞い
たところ、そのうちの1,112社（約97％）が企業内弁護士の採用に消極的な回答でした。

採用に消極的な1,112社に対し、採用に消極的な理由を質問したところ、「顧問弁護士
で十分」「現在の法務部等で不自由しない」「やってもらう仕事がない」など、待遇問
題以前に、採用の動機が乏しいという回答が多数を占めました。

【弁 護 士 白 書 2010に よ る 】

【弁 護 士 白 書 2010に よ る 】
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21 法曹人口と隣接士業の存在

諸 外 国 の 法 曹 人 口 の 比 較 （1997年 ）

フ ラ ン ス 日 本

弁 護 士 数 29,395 16,398

対 人 口 10万 人 比 50.15 13.0

司 法 制 度 改 革 審 議 会 配 布 資 料 よ り 抜 粋

法律関係業務に関わる資格制度や権限の範囲などの実情は、国によって違います。例え
ば、「先進諸国の中で最も弁護士人口が少ないフランスに比べても、日本は弁護士がさ
らに少ない」という議論がありますが、日本では様々な隣接士業が存在しているので、
単純に比較することはできません。

司法制度改革において、法的需要増大の見通しを前提に「利用者の視点から」「当面の
法的需要を充足させるための措置」として、法曹以外の隣接士業に一定範囲で訴訟上の
権限が付与されてきたことにも留意する必要があります。

弁 理 士 特 定 侵 害 訴 訟 代 理 業 務 の 付 記 を 受 け た 弁 理 士 に 対 し 、特 許 権 等 の 侵 害 訴 訟
に お け る 訴 訟 代 理 権 付 与 （2002年 ）

税 理 士 税 務 訴 訟 に お い て 補 佐 人 と し て 出 廷 し 、陳 述 す る こ と が 認 め ら れ た （2001年 ）

司 法 書 士 認 定 司 法 書 士 に 対 し 、簡 易 裁 判 所 に お け る 民 事 訴 訟 等 に つ い て 代 理 権 付 与 （
2002年 ）

弁 護 士 28,789

人 口 127,510,000

対 人 口 10万 人 比 23

① 付 記 弁 理 士 2,409

② 税 理 士 71,606

③ 認 定 司 法 書 士 12,415

① ～ ③ 合 計 人 数 86,430

人 口 127,510,000

対 人 口 10万 人 比 68

① ～ ③ は 2010年 3月 末 現 在
人 口 は 2009年 10月 1日 現 在

弁 護 士 数 は 2010年 3月 末 現 在
人 口 は 2009年 10月 1日 現 在
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司法制度改革審議会意見書（2001年）では、いわゆる「弁護士ゼロ・ワン地域」の解消
が法曹人口増員の理由として挙げられていました。日弁連は、1996年から「ひまわり基
金法律事務所」の設置、弁護士過疎地域の法律相談センターの援助等を行う取組を続け
ており、2011年2月時点で弁護士ゼロ地域は０カ所、弁護士ワン地域は３カ所となりま
した。

22 弁護士ゼロ・ワン地域の解消

弁護士ゼロ・ワン地裁支部数の変遷

25
31 32 30 34 36 33

26
39 35 37 33

24 20
9

50
47 40 43 39 35

31

25

19
16 10

5
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2
5 3

00

0

0
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支部数

ゼ ロ 支 部 50 47 40 43 3 9 3 5 31 25 1 9 1 6 1 0 5 3 0 2 0 0

ワン 支 部 25 31 32 30 3 4 3 6 33 26 3 9 3 5 3 7 3 3 2 4 2 0 9 5 3

1 9 9 3年
7月

1996年
4月

1997年
4月

1998年
4月

1999年
4月

2000年
4月

2001年
10月

2002年
10月

2003年
10月

2004年
10月

2005年
10月

2006年
10月

2007年
10月

2008年
10月

2009年
10月

2010年
10月

2011年
2月

1 5
1 2

2 0
3 3

5 4

7 6
8 2

9 3 9 8 1 0 2

7
1 4 1 5

2 2 2 7

1 3 8 1 2

2 6

6 7
7 9

1 1 0

1 3 0 1 2 9
1 3 5 1 3 5 1 3 9 1 4 3 1 4 1

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0

12 0

14 0

16 0

1 9 9 6 年 2 0 00 年 2 0 0 6 年 2 01 0 年

ひま わ り基金法律事務所・法テラス4号事 務所の設置数、日弁連から援助を行 った弁護士過

疎地域の法律相談センターの数

ひ ま わ り基 金 法 律 事 務 所 法 テ ラス 4号 事 務 所 日 弁 連 が 援 助 を 行 っ た 弁 護 士 過 疎 地 域 の法 律 相 談 セン ター

※法 律 相 談 セ ンター に ついて は前 年 度実 績 （３月 末 日時 点 ）に基 づく

【日 弁 連 調 べ 】

【日 弁 連 調 べ 】
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検察官ゼロマップ

弁護士の人数だけを機械的に増やしても司法過疎は解消しません。「裁判官・検察官
ゼロ地域」の解消、地家裁支部機能の充実などの司法基盤整備を図ることが必要です。

弁護士ゼロ・ワンマップ

弁 護 士 ゼ ロ 支 部 なし

弁 護 士 ワ ン 支 部 ３カ所

裁判官ゼロマップ

全 国 203支 部 の うち 判 事 ・判 事 補 が 常 駐 し て い な い 支 部
46カ所
（2010年 8月 末 現 在 日 弁 連 調 べ ）

法 曹 資 格 を 有 す る 検 事 が 常 駐 し て い な い 支 部 ：128カ所

上 記 の うち 副 検 事 も 常 駐 し て い な い 支 部 ：31カ所
（2010年 8月 末 現 在 日 弁 連 調 べ ）

【日 弁 連 調 べ 】

【日 弁 連 調 べ 】

【日 弁 連 調 べ 】

※ 留 萌 支 部 は 2011年 5月 に ，紋 別
支 部 は 同 年 度 中 に 解 消 す る 予 定 。
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23 刑事弁護

国選弁護人の契約弁護士数は2011年1月に1万8000人を超えており、４年前の約1.8倍に
なっています。2009年から被疑者国選弁護の対象が拡大されましたが、 2010年の国選
弁護人1人当たりの平均事件数は3.6件であり、急激な弁護士増員は必要ないと考えられ
ます。

国選弁護人契約弁護士数 と国選弁護事件数

3 .6件4 .0件
4 .6件

5 .9件

10 ,7 3 3 人

1 3 ,4 2 7 人

1 7 ,6 2 0 人

1 5 ,5 5 6 人 6 2 ,7 7 8件
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0

20000

40000

60000

80000

2007年 2008年 2009年 2010年

国
選
弁
護
事
件
数

（
件

）

0

5 ,00 0

10 ,0 00

15 ,0 00

20 ,0 00

契
約
弁
護
士
数

（
人

）

1人 当 た り の 平 均 件 数 契 約 弁 護 士 数 国 選 弁 護 事 件 数

※国 選 弁 護 事 件 数 は 、通 常 第 一 審
事 件 の 終 局 人 員 の うち 国 選 弁 護 人
の つ い た 被 告 人 の 数 。2010年 値 は
司 法 統 計 年 報 が 未 刊 行 の た め 、前
年 並 み と し た （司 法 統 計 年 報 ）

※国 選 弁 護 人 契 約 弁 護 士 数 は 、各
年 4月 1日 現 在 （日 本 司 法 支 援 セ ン
タ ー 調 べ ）

※一 人 当 た りの 平 均 事 件 数 は 、国
選 弁 護 事 件 数 を 国 選 弁 護 人 契 約 弁
護 士 数 で 除 し た 数 。

日弁連は、すべての身体拘束事件を対象とする被疑者国選弁護制度を目指しています。
勾留件数は減少傾向にあり、すべての勾留請求事件に対する国選弁護人契約弁護士１人
当たりの平均件数は、私選弁護がないと仮定しても７件以下と予想されます。司法過疎
地の事件を他の地域の弁護士が分担するような工夫をすれば、現在の弁護士数で十分な
対応が可能です。

国選弁護人契約弁護士数 と勾留請求件数

6 .9件7 .8件9 .1件11 .9件

1 0 ,7 3 3 人

1 3 ,4 2 7人

15 ,5 5 6 人

1 7 ,6 2 0 人

1 27 ,4 1 2 件

1 2 1 ,8 1 1件 1 21 ,3 9 8 件

12 1 ,3 9 8 件

0
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100 ,000

150 ,000

200 ,000

2007年 2008年 2009年 2010年
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件
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）

0

5 ,00 0

10 ,0 00

15 ,0 00

20 ,0 00
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士
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（
人

）

1人 当 た り の 平 均 件 数 契 約 弁 護 士 数 勾 留 請 求 件 数 （件 ）

※勾 留 請 求 件 数 に つ い て は 、検 察
統 計 年 報 数 値 に よ る 。た だ し 、2010
年 値 は 、同 年 報 が 未 刊 行 の た め 、
前 年 並 み と し た 。

※国 選 弁 護 人 契 約 弁 護 士 数 は 、各
年 4月 1日 現 在 （日 本 司 法 支 援 セ ン
タ ー 調 べ ）

※一 人 当 た りの 平 均 事 件 数 は 、国
選 弁 護 事 件 数 を 国 選 弁 護 人 契 約 弁
護 士 数 で 除 し た 数 。
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日弁連は被疑者国選弁護制度の開始前から、そして現在も国選弁護制度の対象に
ならない被疑者や少年のために、当番弁護士、刑事被疑者弁護援助、少年保護事
件付添援助など、独自の取組を行っています。当番弁護士制度（逮捕された被疑
者や親族の要請により弁護士会が弁護士を派遣。原則無料で利用できる）、刑事
被疑者弁護援助制度（資力の乏しい被疑者へ弁護士費用を援助）、少年保護事件
付添援助（家裁送致された少年へ弁護士費用を援助）などです。そして、すべて
の弁護士が等しく費用を負担する基金を創設して、これらの制度を運営していま
す。
充実した弁護活動を提供できる態勢を構築するには、単に弁護士の数が増えれば
良いのではなく、弁護活動の質の確保や、資力の乏しい被疑者・少年を援助する
ための財政的な基盤が必要です。

約１１０
億 円

◆基金のこれまでの総支出額◆

24 当番弁護士・刑事被疑者弁護援助・少年保護事件付添援助

当 番 弁 護 士 51,462件
支 出 額 約 2億 700万 円

合計支出額 約12億 6300万円

合計支出額 約1億5300万円

刑 事 被 疑 者 弁 護 援 助
6,956件
少 年 保 護 事 件 付 添 援 助
6,429件

合 計 支 出 額
約 10億 5600万 円

当 番 弁 護 士 15,280件
支 出 額 約 4,700万 円

刑 事 被 疑 者 弁 護 援 助
1,767件
少 年 保 護 事 件 付 添 援 助

677件

合 計 支 出 額 約 1億 600万 円

1995年 2009年

【日 弁 連 調 べ 】
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25 民事法律扶助

民事法律扶助援助実績件数の推移

0

50 ,000

100 ,000

150 ,000

200 ,000

250 ,000

【 弁 護 士 白 書 2 0 1 0に よ る 。20 0 5 年 度 及 び 2 0 06 年 度 4 ～ 9 月 は 財 団 法 人 法 律 扶 助 協 会 の 実 績 。】

法 律 相 談 援 助 88 ,513 107 ,395 147 ,43 0 179 ,546 237 ,306

代 理 援 助 56 ,318 61 ,194 68 ,910 80 ,4 42 101 ,222

書 類 作 成 援 助 3,639 3 ,877 4 ,19 7 5 ,101 6 ,7 69

2005年 度 2006年 度 2007年 度 2008年 度 2009年 度

法テラスによる民事法律扶助制度や国選弁護制度等でカバーされない事業につい
て、日弁連は、事業費を支出して法テラスに業務を委託して弁護士費用等を援助
する「日弁連委託援助事業」を実施し、全国的な対応態勢を整備しつつ、実績件
数を着実に伸ばしています。
本来公益性の高いこれらの事業は法律扶助の対象にすべきであり、法律扶助の拡
充が必要です。

単に弁護士の数だけが増えても、資力の乏しい人からのアクセス改善としては不
十分です。権利保護の必要性を法的需要として現実化させるうえで、法律扶助制
度の果たす役割は重要です。
民事法律扶助における援助実績も、着実に増加しています。

0  

5 0 0  

1 ,0 0 0  

1 ,5 0 0  

2 ,0 0 0  

2 ,5 0 0  

3 ,0 0 0  

3 ,5 0 0  

4 ,0 0 0  

4 ,5 0 0  

0

0 .5

1

1 .5

2

2 .5

3

3 .5

2 0 0 7 年 (1 0月 ～3 月期 ) 2 0 0 8 年 2 00 9 年

実
績
件
数
（
件
）

事
業
費
（
億
円
）

その他の法律援助事業の事業費と実績件数

① 犯 罪 被 害 者 援 助

② 難 民 法 律 援 助

③ 外 国 人 法 律 援 助

④ 子 ど も 法 律 援 助

⑤ 精 神 障 が い 者 ⑥ 心 神 喪 失 者 法 律 援 助

⑦ 高 齢 者 ・ 障 が い 者 ・ ホー ム レ ス等 法 律 援 助

実 績 件 数

7 3 3 件
約 6 70 0 万 円

2 ,2 0 9 件
約 2億 12 0 0 万 円

4 ,0 8 5 件
約 3億 43 0 0 万 円

【日 弁 連 調 べ 】
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裁判所所管歳出予算の国家予算に占め る割合

0 . 7 6 1 %

0 .3 5 0 %
0 . 3 9 7 %0 .3 7 5 %

0 .4 1 6 %

0 .3 8 9 %

0 .4 1 6 %0 .4 2 3 %

0 . 5 8 1 %
0 . 6 1 5 %

0.0%

0 .1%

0 .2%

0 .3%

0 .4%

0 .5%

0 .6%

0 .7%

0 .8%

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

（年 度 ）

国家予算全体に占める裁判所関連の予算はもともと1％以下という低い水準にとどまっ
ていましたが、近時はさらに減少傾向が進んで、概ね0.4％前後で推移しています。

刑事・少年、民事のいずれの分野でも法律扶助の抜本的拡充が必要であり、裁判官の大
幅増員や裁判所支部の充実などの司法基盤整備を進めるには、司法予算を現状よりも大
幅に拡大することが不可欠です。

26 司法予算の拡大を

【弁 護 士 白 書 2010に よ る 】
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27 増員のさらなるペースダウン

仮に1年間の司法試験合格者数を現状（2,100～2,200名）より減らしても、以下のシ
ミュレーションで示すとおり、法曹人口は増大します。司法試験合格者数の問題は、

法曹人口の増員か減員かの問題ではなく、増員の仕方の問題です。

1. 法 曹 三 者 の 総 人 口 ＝ 前 年 の 法 曹 三 者 の 総 人 口 ＋ 新 規 法 曹 資 格 者 － 43年 前 修 習 終 了 者 と し て 算 出 。但 し2009年
の 「法 曹 三 者 の 総 人 口 」は 、同 年 の 裁 判 官 の 定 員 （簡 裁 判 事 を 除 く）と 検 察 官 の 定 員 （副 検 事 を 除 く）に 2009年 4月 1
日 現 在 の 弁 護 士 数 （正 会 員 数 ）を 足 し た も の 。

2. 法 曹 資 格 取 得 者 は 43年 後 に 法 曹 で な くな る （死 亡 、引 退 ）と 仮 定 し た 。こ の 43と い う数 字 は 、弁 護 士 セ ン サ ス 2008
（弁 護 士 基 礎 デ ー タ 調 査 ）に よ る と 、弁 護 士 の 労 働 時 間 が 40時 間 （1日 8時 間 × 平 日 5日 間 ）未 満 の 弁 護 士 が 71歳 以
上 で 過 半 数 を 超 え る （57.6％ ）こ と か ら 弁 護 士 と し て の 現 役 を 70歳 と 設 定 し 、ま た 、1958年 度 か ら 2008年 度 の 間 に
修 習 終 了 直 後 に 弁 護 士 登 録 を し た 者 の 登 録 時 の 年 齢 の 中 央 値 が 27歳 で あ っ た こ と か ら 、現 役 期 間 を 27歳 か ら 70
歳 ま で の 43年 間 と し た 。

3. 43年 前 修 習 終 了 者 は 、2023年 ま で は 『司 法 修 習 生 便 覧 2006』、2028～ 2048年 は 『裁 判 所 デ ー タ ブ ッ ク 2010』に よ
る も の 。但 し2053、2054年 は 推 計 値 で あ る 。

4. 2009年 の 「新 規 法 曹 資 格 者 」は 実 数 で あ る 。2010年 の 「新 規 法 曹 資 格 者 」に つ い て は 、前 年 の 司 法 試 験 合 格 者 数 、
司 法 修 習 終 了 時 の 試 験 の 結 果 等 に よ る 推 計 値 で あ る 。

5. 国 民 人 口 推 計 は 、国 立 社 会 保 障 ・人 口 問 題 研 究 所 「日 本 の 将 来 推 計 人 口 （中 位 推 計 ）」（平 成 18年 12月 推 計 ）に よ る
も の 。但 し 、2009年 の 「国 民 人 口 推 計 」は 総 務 省 統 計 局 「人 口 推 計 」2009年 10月 1日 現 在 の も の 。

年

新 規 法 曹 資
格 者

（前 年 の 司 法
試 験 合 格 者

法 曹 三 者 の
総 人 口

新 規 法 曹 資
格 者

（前 年 の 司 法
試 験 合 格 者

法 曹 三 者 の
総 人 口

新 規 法 曹 資
格 者

（前 年 の 司 法
試 験 合 格 者

法 曹 三 者 の
総 人 口

新 規 法 曹 資
格 者

（前 年 の 司 法
試 験 合 格 者

法 曹 三 者 の
総 人 口

43年 前
修 習 修 了 者 推 定 人 口

10万 人 当 た
り 40人 とな
る 法 曹 人 口

H21 2,346 31,441 2,346 31,441 2,346 31,441 2,346 31,441 478 127,510,000 51,004
H22 2,300 33,257 2,300 33,257 2,300 33,257 2,300 33,257 484 127,176,000 50,870
H23 3,000 35,746 2,000 34,746 1,500 34,246 1,000 33,746 511 126,913,000 50,765
H24 3,000 38,230 2,000 36,230 1,500 35,230 1,000 34,230 516 126,605,000 50,642
H25 3,000 40,718 2,000 37,718 1,500 36,218 1,000 34,718 512 126,254,000 50,502
H26 3,000 43,212 2,000 39,212 1,500 37,212 1,000 35,212 506 125,862,000 50,345
H27 3,000 45,717 2,000 40,717 1,500 38,217 1,000 35,717 495 125,430,000 50,172
H28 3,000 48,224 2,000 42,224 1,500 39,224 1,000 36,224 493 124,961,000 49,984
H29 3,000 50,718 2,000 43,718 1,500 40,218 1,000 36,718 506 124,456,000 49,782
H30 3,000 53,175 2,000 45,175 1,500 41,175 1,000 37,175 543 123,915,000 49,566
H31 3,000 55,638 2,000 46,638 1,500 42,138 1,000 37,638 537 123,341,000 49,336
H32 3,000 58,154 2,000 48,154 1,500 43,154 1,000 38,154 484 122,735,000 49,094
H33 3,000 60,691 2,000 49,691 1,500 44,191 1,000 38,691 463 122,097,000 48,839
H34 3,000 63,226 2,000 51,226 1,500 45,226 1,000 39,226 465 121,430,000 48,572
H35 3,000 65,772 2,000 52,772 1,500 46,272 1,000 39,772 454 120,735,000 48,294
H36 3,000 68,288 2,000 54,288 1,500 47,288 1,000 40,288 484 120,015,000 48,006
H37 3,000 70,789 2,000 55,789 1,500 48,289 1,000 40,789 499 119,270,000 47,708
H38 3,000 73,306 2,000 57,306 1,500 49,306 1,000 41,306 483 118,502,000 47,401
H39 3,000 75,870 2,000 58,870 1,500 50,370 1,000 41,870 436 117,713,000 47,085
H40 3,000 78,423 2,000 60,423 1,500 51,423 1,000 42,423 447 116,904,000 46,762
H41 3,000 80,973 2,000 61,973 1,500 52,473 1,000 42,973 450 116,074,000 46,430
H42 3,000 83,525 2,000 63,525 1,500 53,525 1,000 43,525 448 115,224,000 46,090
H43 3,000 86,043 2,000 65,043 1,500 54,543 1,000 44,043 482 114,354,000 45,742
H44 3,000 88,573 2,000 66,573 1,500 55,573 1,000 44,573 470 113,464,000 45,386
H45 3,000 91,084 2,000 68,084 1,500 56,584 1,000 45,084 489 112,555,000 45,022
H46 3,000 93,578 2,000 69,578 1,500 57,578 1,000 45,578 506 111,627,000 44,651
H47 3,000 96,070 2,000 71,070 1,500 58,570 1,000 46,070 508 110,679,000 44,272
H48 3,000 98,564 2,000 72,564 1,500 59,564 1,000 46,564 506 109,714,000 43,886
H49 3,000 100,970 2,000 73,970 1,500 60,470 1,000 46,970 594 108,732,000 43,493
H50 3,000 103,337 2,000 75,337 1,500 61,337 1,000 47,337 633 107,733,000 43,093
H51 3,000 105,638 2,000 76,638 1,500 62,138 1,000 47,638 699 106,720,000 42,688
H52 3,000 107,918 2,000 77,918 1,500 62,918 1,000 47,918 720 105,695,000 42,278
H53 3,000 110,192 2,000 79,192 1,500 63,692 1,000 48,192 726 104,658,000 41,863
H54 3,000 112,463 2,000 80,463 1,500 64,463 1,000 48,463 729 103,613,000 41,445
H55 3,000 113,933 2,000 80,933 1,500 64,433 1,000 47,933 1,530 102,560,000 41,024
H56 3,000 115,958 2,000 81,958 1,500 64,958 1,000 47,958 975 101,503,000 40,601
H57 3,000 117,970 2,000 82,970 1,500 65,470 1,000 47,970 988 100,443,000 40,177
H58 3,000 119,965 2,000 83,965 1,500 65,965 1,000 47,965 1,005 99,382,000 39,753
H59 3,000 121,787 2,000 84,787 1,500 66,287 1,000 47,787 1,178 98,321,000 39,328
H60 3,000 123,600 2,000 85,600 1,500 66,600 1,000 47,600 1,187 97,261,000 38,904
H61 3,000 125,123 2,000 86,123 1,500 66,623 1,000 47,123 1,477 96,205,000 38,482
H62 3,000 125,747 2,000 85,747 1,500 65,747 1,000 45,747 2,376 95,152,000 38,061
H63 3,000 126,407 2,000 85,407 1,500 64,907 1,000 44,407 2,340 94,102,000 37,641
H64 3,000 127,061 2,000 85,061 1,500 64,061 1,000 43,061 2,346 93,056,000 37,222
H65 3,000 127,761 2,000 84,761 1,500 63,261 1,000 41,761 2,300 92,013,000 36,805
H66 3,000 127,761 2,000 84,761 1,500 63,261 1,000 41,761 H23想 定 数 90,971,000 36,388
H67 3,000 127,761 2,000 84,761 1,500 63,261 1,000 41,761 H24想 定 数 89,930,000 35,972
H68 3,000 127,761 2,000 84,761 1,500 63,261 1,000 41,761 H25想 定 数 88,882,000 35,553
H69 3,000 127,761 2,000 84,761 1,500 63,261 1,000 41,761 H26想 定 数 87,825,000 35,130
H70 3,000 127,761 2,000 84,761 1,500 63,261 1,000 41,761 H27想 定 数 86,757,000 34,703

人 口 10万 人
当 た り 147 人 口 10万 人

当 た り 98 人 口 10万 人
当 た り 73 人 口 10万 人

当 た り 48 人 口 10万 人 当
た り 40
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年間合格者数 と法曹三者の総人口
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シミュレーションをグラフ化すると、以下のとおりです。

【左図】平成23年以降の年間合格者数を、

• 3,000人とした場合、法曹三者の総人口は平成29年に5万人に達し、平成65年以降に
12万7761人で均衡する。

• 2,000人とした場合、平成34年に5万人に達し、平成61年に8万6123人に達し、平成
65年以降8万4761人で均衡する。

• 1,500人とした場合、平成39年に5万人に達し、平成61年に最大値6万6623人に達し
た後、平成65年以降6万3261人で均衡する。

• 1,000人とした場合、平成54年に最大値4万8463人に達し、平成65年以後4万1761人
で均衡する。

年間合格者数 と法曹三者の総人口

10万 人 あたり40人 と
な る 法 曹 人 口

H29

3000人 の 場 合

H33

2000人 の 場 合

H37

1500人 の 場 合

H45 1000人 の 場 合

31 ,441

0

50000

100000
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【右図】現在の総人口（1億2715万人）のもとで法曹人口5万人とした場合の対人口比率は、10万人当た
り39人である。日本の総人口は減少すると予測されるところ、10万人当たり40人の水準に到達するのは、

• 3,000人の場合は平成29年で、最終的に人口10万人当たり147人で均衡する。

• 2,000人の場合は平成33年で、最終的に人口10万人当たり98人で均衡する。

• 1,500人の場合は平成37年で、最終的に人口10万人当たり73人で均衡する。

• 1,000人の場合は平成45年で、最終的に人口10万人当たり48人で均衡する。


